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次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

五

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請 
（
農
業
振
興
課
）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
）　
　

五

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

五

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

六

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て 

六

監
査
委
員

〇
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五六

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
マ
ッ
ク
ス
１
０
月
号　

　

０
２
０
９
１

－

１
０

ｉ
Ｐ
！
１
０
月
号

　

０
１
４
８
１

－

１
０

ヤ
バ
い
悪
グ
ッ
ズ
最
新
版

　

０
１
８
０
６

－

０
９

ス
ゴ
す
ぎ
裏
グ
ッ
ズ
３
４
５

　

６
４
２
４
５

－

０
５

ヤ
バ
す
ぎ
激
裏
情
報

　

６
４
２
４
５

－

１
３

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ

　

６
８
５
１
５

－

０
５

㈱
ぶ
ん
か
社

㈱
晋
遊
舎

㈱
鉄
人
社

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

二　

指
定
理
由

　

 　

図
書
類
の
内
容
が
一
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
二
か
ら
五
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著

し
く
犯
罪
を
誘
発
し
、
六
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
し
及
び
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
す
る
た
め
、

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
三
八

あ
し
す
と
悠

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
遠

原
二
十
二
番
地
六

株
式
会
社
あ
し
す
と
悠

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日
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〇
四
七
一
三
〇
一
八
九
五

訪
問
介
護
事
業
所
金
成
沢
辺

栗
原
市
金
成
沢
辺
町
百
六
十
四

番
地
一

医
療
法
人
社
団
い
け
の
医
院

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
四
六

グ
ル
ー
プ
ふ
れ
あ
い
の
会

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
小
橋
四

百
五
十
番
地
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ら

い
東
北

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

二　

訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
二
六
九
〇
〇
六
六

ね
ん
り
ん
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
二
丁
目

九
番
二
号

株
式
会
社
年
輪

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

三　

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
一
二
八
四

つ
ば
さ
薬
局
船
岡
店

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
新
栄
四
丁

目
三
番
十
五
号

有
限
会
社
み
や
ぎ
保
健
企
画

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

四　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
七
九

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
茶
話
本
舗
和
み

新
橋
本
亭

栗
原
市
志
波
姫
新
橋
本
百
二
十

二
番
地

株
式
会
社
ケ
ア
・
ラ
イ
フ
・

フ
ェ
イ
ス

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
八
七

デ
イ
サ
ロ
ン
花
つ
つ
み

栗
原
市
若
柳
川
北
中
町
十
五
番

地

株
式
会
社
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
三
〇
一
九
〇
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
す
っ
ち
ゃ
ん

栗
原
市
金
成
沢
辺
町
百
六
十
四

番
地
一

医
療
法
人
社
団
い
け
の
医
院

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
三
〇
一
九
一
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
笑
楽

苑栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
町
浦
二
百

二
番
地
四

株
式
会
社
マ
イ
ホ
ー
ム

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
六
一
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

と
も
し
び

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
二
番
八
号

株
式
会
社
く
す
の
木

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
四
六
八

リ
ハ
ビ
リ
Ｄ
Ａ
Ｙ
＆
Ｓ
ｐ
ａ

合
同
会
社
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ

平
成
二
十
七
年

「
希
望
の
湯
」

大
崎
市
鳴
子
温
泉
車
湯
一
番
地

七

八
月
一
日

〇
四
七
二
二
〇
一
二
九
二

リ
ハ
ス
パ
大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
新
南
三
十
五

番
地
五
ア
イ
ル
新
南
ビ
ル
一
〇

一

株
式
会
社
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｌ

平
成
二
十
七
年

八
月
十
五
日

五　

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
五
〇
二
四
八
四

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
あ
っ
た
か
い

ご
岩
出
山

大
崎
市
岩
出
山
浦
小
路
四
十
四

番

社
会
福
祉
法
人
シ
ャ
ン
グ
リ

ラ

平
成
二
十
七
年

八
月
十
五
日

六　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
〇
九

快
眠
ひ
ろ
ば

角
田
市
梶
賀
字
一
里
壇
百
三
十

九
番
地
五

有
限
会
社
大
沼
寝
装
店

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
六
一

福
祉
用
具
販
売
・
貸
与
事
業
所

Ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
八
日
町
五

番
地

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

七　

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
〇
九

快
眠
ひ
ろ
ば

角
田
市
梶
賀
字
一
里
壇
百
三
十

九
番
地
五

有
限
会
社
大
沼
寝
装
店

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
六
一

福
祉
用
具
販
売
・
貸
与
事
業
所

Ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
八
日
町
五

番
地

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
三
八

あ
し
す
と
悠

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
遠

原
二
十
二
番
地
六

株
式
会
社
あ
し
す
と
悠

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
四
七
六

な
る
こ
オ
フ
ィ
ス
ケ
ア
プ
ラ
ン

大
崎
市
鳴
子
温
泉
車
湯
一
番
地

七

合
同
会
社
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
三
八

あ
し
す
と
悠

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
遠

原
二
十
二
番
地
六

株
式
会
社
あ
し
す
と
悠

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
九
五

訪
問
介
護
事
業
所
金
成
沢
辺

栗
原
市
金
成
沢
辺
町
百
六
十
四

番
地
一

医
療
法
人
社
団
い
け
の
医
院

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
二
四
〇
〇
七
四
六

グ
ル
ー
プ
ふ
れ
あ
い
の
会

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
小
橋
四

百
五
十
番
地
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ら

い
東
北

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

二　

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
六
二
六
九
〇
〇
六
六

ね
ん
り
ん
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山
二
丁
目

九
番
二
号

株
式
会
社
年
輪

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

三　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
二
二
〇
一
二
八
四

つ
ば
さ
薬
局
船
岡
店

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
新
栄
四
丁

目
三
番
地
十
五

有
限
会
社
み
や
ぎ
保
健
企
画

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

四　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
八
七

デ
イ
サ
ロ
ン
花
つ
つ
み

栗
原
市
若
柳
川
北
中
町
十
五
番

地

株
式
会
社
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
三
〇
一
九
〇
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
す
っ
ち
ゃ
ん

栗
原
市
金
成
沢
辺
町
百
六
十
四

番
地
一

医
療
法
人
社
団
い
け
の
医
院

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
三
〇
一
九
一
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
笑
楽

苑栗
原
市
若
柳
武
鎗
字
町
浦
二
百

二
番
地
四

株
式
会
社
マ
イ
ホ
ー
ム

平
成
二
十
七
年

七
月
十
五
日

〇
四
七
一
一
〇
〇
六
一
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

と
も
し
び

岩
沼
市
中
央
一
丁
目
二
番
八
号

株
式
会
社
く
す
の
木

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

〇
四
七
一
五
〇
二
四
六
八

リ
ハ
ビ
リ
Ｄ
Ａ
Ｙ
＆
Ｓ
ｐ
ａ

「
希
望
の
湯
」

大
崎
市
鳴
子
温
泉
車
湯
一
番
地

七

合
同
会
社
エ
ス
ペ
ラ
ン
サ

平
成
二
十
七
年

八
月
一
日

〇
四
七
一
四
〇
〇
六
六
三

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ぬ
く
も
り

東
松
島
市
牛
網
駅
前
一
丁
目
六

十
番
地
十
一

株
式
会
社
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
エ

レ
メ
ン
ト

平
成
二
十
七
年

八
月
十
五
日

〇
四
七
二
二
〇
一
二
九
二

リ
ハ
ス
パ
大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
新
南
三
十
五

番
地
五
ア
イ
ル
新
南
ビ
ル
一
〇

一

株
式
会
社
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｌ

平
成
二
十
七
年

八
月
十
五
日

五　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
一
五
〇
二
四
八
四

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
あ
っ
た
か
い

ご
岩
出
山

大
崎
市
岩
出
山
浦
小
路
四
十
四

番

社
会
福
祉
法
人
シ
ャ
ン
グ
リ

ラ

平
成
二
十
七
年

八
月
十
五
日

六　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日
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〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
〇
九

快
眠
ひ
ろ
ば

角
田
市
梶
賀
字
一
里
壇
百
三
十

九
番
地
五

有
限
会
社
大
沼
寝
装
店

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
六
一

福
祉
用
具
販
売
・
貸
与
事
業
所

Ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
八
日
町
五

番
地

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

七　

介
護
予
防
特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

指
定
年
月
日

〇
四
七
〇
八
〇
〇
五
〇
九

快
眠
ひ
ろ
ば

角
田
市
梶
賀
字
一
里
壇
一
三
九

番
地
五

有
限
会
社
大
沼
寝
装
店

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
四
七
一
三
〇
一
八
六
一

福
祉
用
具
販
売
・
貸
与
事
業
所

Ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
八
日
町
五

番
地

株
式
会
社
ｓ
ｅ
ｅ
ｄ
ｓ

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
〇
一
九
四

一
桝
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
松
木
田
二

番
地
一

株
式
会
社
一
桝

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

二　

通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
一
六
〇
六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
虹
の

丘
Ⅱ
号
館

栗
原
市
若
柳
川
北
字
中
町
六
十

五
番
地
二

株
式
会
社
マ
イ
ホ
ー
ム

平
成
二
十
七
年

七
月
十
四
日

〇
四
七
二
七
〇
〇
六
四
〇

通
所
介
護　

さ
ゆ
り
の
家

黒
川
郡
富
谷
町
杜
乃
橋
一
丁
目

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
の

ゆ
り
ホ
ー
ム

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

一
番
地
十

三　

福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
〇
一
九
四

一
桝
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
松
木
田
二

番
地
一

株
式
会
社
一
桝

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号                                                                    

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
二
六

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
ソ
レ
イ

ユ宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
汐
見
台
二
丁

目
二
番
地
の
四
十
三

有
限
会
社
ラ
イ
フ
フ
ァ
ク
ト

リ
ー

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
〇
一
九
四

一
桝
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
松
木
田
二

番
地
一

株
式
会
社
一
桝

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

二　

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日
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〇
四
七
二
七
〇
〇
六
四
〇

通
所
介
護　

さ
ゆ
り
の
家

黒
川
郡
富
谷
町
杜
乃
橋
一
丁
目

一
番
地
十

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
の

ゆ
り
ホ
ー
ム

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

三　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称

廃
止
年
月
日

〇
四
七
一
三
〇
〇
一
九
四

一
桝
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎
松
木
田
二

番
地
一

株
式
会
社
一
桝

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

十
七
加
入

区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
宮
戸

支
所
の
地
区

平
成
二
十
七
年

九
月
七
日

東
松
島
市
宮
戸
字
鹿
島
一

丁
目
三

－
五

千
葉　

富
夫

東
松
島
市
新
東
名
一
丁
目

六
－

十
五

千
葉　

政
敏

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
の
り
養
殖

業

十
八
人

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
ま
で
、
次
の
と
お

り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号　

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
石
森
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

宮　　城　　県　　公　　報（5）　平成27年９月18日　金曜日 第2693号



　

２　

名
称　

新
蛇
田
南
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

あ
け
ぼ
の
北
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

須
江
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

六
・
五
・
二
号　

石
巻
市
総
合
運
動
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
渡
波
西
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

新
蛇
田
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
六
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
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委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
赤
井
江
マ
リ
ン
ホ
ー
ム
の
項
中
「
岩
沼
市
下
野
郷
字
浜
二
四
三
番
地
の
三
九
」
を

「
岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
一
〇
九
番
地
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
11号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
252条

の
32第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
27年
９
月
18日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
ゆ
き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

１
　
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
所

　
　
蒲
　
倉
　
宏
　
明
　
　
仙
台
市
太
白
区
長
町
７
丁
目
19番
30－
204号

２
　
当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

　
　
平
成
27年
９
月
24日
か
ら
平
成
28年
３
月
31日
ま
で
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